
■「カートリッジガスこんろ」とは

　

■カートリッジガスこんろに関する法律における指定について

■製造事業者、輸入事業者の法令上の義務

■販売事業者の法令上の義務

■購入される方へ注意事項、個人間取引について

③オークションサイト、フリマサイトでの個人間取引も販売事業者になり得ます。対象製品を一回的に譲
渡するような場合は販売の事業には当たりませんが、対価を受けることを条件として反復継続して対
象製品を譲り渡す場合は「販売の事業」となります。販売事業者となった場合は製品安全法令の遵守が
必要となります。法令に違反した場合は罰則が科されます。

・◇PSLPGマーク及び届出事業者名の表示がないものを事業として販売、販売の目的で陳列した場合
・法令の手続きを経ないでPSLPGマーク若しくは紛らわしい表示をした場合　など
法令に違反した場合、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれを併科されます。

登録検査機関の一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）では、適合証明書を発行し、認証製品及び申請事業者
をHPで公表しています。
https://www.jia-page.or.jp/certification/directory/tekigo/

※法令や通達、届出に関する資料についてはこちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/ekiseki/index.html

④届出や検査の義務を果たした後、製品には必ず◇PSLPGマークを表示してください。また、法令や
通達で定める他の事項（型式、届出事業者の名称、登録検査機関の名称、製造年月、製造番号、使用上
の注意に関する事項等）もあわせて表示をしてください。

①販売する前に必ず◇PSLPGマークと届出事業者名の表示があるか確認をしてください。

②◇PSLPGマーク及び届出事業者名の表示がない製品を販売することはできません。

③表示のない製品は、法律に違反する疑いがあるだけではなく、安全性が確認されていないので、注
意が必要です。

①購入する前に必ず◇PSLPGマークと届出事業者名の表示があるか確認をしてください。

①製造または輸入の事業を行う国内の事業者により、国に届出を行っていただきます。

②液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令で定める性能に適合していることを確認する
自主検査を行い、検査記録を保存してください。

③登録検査機関による検査を受け、かつ、技術基準への適合性が確認されたことを示す｢適合証明書｣
の交付を受け、これを保存してください。◇PSLPGマークのカートリッジガスこんろの登録検査機関は
一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）となります。

「カートリッジガスこんろ」には◇PSLPGマークの表示が必要です。
◇PSLPGマークのない製品は法律により国内では販売ができません。

②表示のない製品は、法律に違反する疑いがあるだけではなく、安全性が確認されていないので、注
意が必要です。

携帯式のガスカートリッジ･カセットボンベを燃料として、加熱･調理に用いられるガス器具。

「カートリッジガスこんろ」は、法律（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律）及び
政令により『特定液化石油ガス器具等』に指定されています。
『特定液化石油ガス器具等』には法令で定める義務があり、国に届出を行う事業者（製造事業者、輸入
事業者）や販売事業者はこれを守らなければなりません。表示や販売の制限等に違反した場合には罰
則があります。
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Translation： 

 

◇PSLPG 標誌必須顯示在「卡式瓦斯爐」上。 

沒有◇PSLPG 標誌的產品依法規定不得在日本國內銷售。 
 

■什麼是「卡式瓦斯爐」？ 

使用攜帶式高山瓦斯罐和卡式瓦斯罐為燃料來加熱和烹飪的瓦斯器具。 

 

 

 

 
 

■日本相關法律對卡式瓦斯爐的指定 

「卡式瓦斯爐」依據法律（關於確保液化石油氣安全和正當交易之相關法律）和政府條例規定，被指

定為『特定液化石油瓦斯器具等』。 

『特定液化石油瓦斯器具等』有其法律規定之義務，向經濟產業省提出申請的業者（製造業者、進口

業者）和販賣業者必須遵守其義務。如有違反標誌以及販賣限制等等情形，將受處罰。 

・ 作爲事業來銷售、或以販賣為目的來展示沒有標示◇PSLPG 標誌以及申請業者名的產品之情形 

・ 未經過法令之程序擅自標示 PSLPG 標誌或標誌不清易誤導之情形 等等 

如有違反法令之情形，處一年以下有期徒刑或科或併科一百萬日元以下罰金。 
 

■製造業者和進口業者之法律義務 

① 從事生產製造或進口業務的日本國內業者必須向經濟產業省提出申請。 

② 進行自主檢查，以確保性能符合液化石油瓦斯器具等相關行政條例規定之技術標準，並保存檢查記

錄。 

③ 產品需經過註冊檢驗機構（JIA）之檢查，表明產品經檢驗合格，領有產品符合技術標準的「合格證

明」，並妥善保存。有◇PSLPG 標誌的卡式瓦斯爐的註冊檢驗機構為是日本瓦斯機器檢查協會（JIA），

僅此一家。 

④ 履行申請、檢查之義務之後，請務必在產品上標示◇PSLPG 之標誌。此外，法令通知規定之其他項

目（型號、申請業者之名稱、註冊檢驗機構之名稱、製造日期、製造序號、使用注意事項等）也一

併標示清楚。 
 

 

*相關法令、通知和申請之文件，請參閱此處。 

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/ekiseki/index.html(Japanese Language) 

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/index.html (English Language. Brief description only) 

註冊檢驗機構的日本瓦斯機器檢查協會（JIA），核發其認證書（JIA 認證），並在官方網站公佈認證合格產品以及申請業者之

名單。 

https://www.jia-page.or.jp/certification/tekigo/ 
 

■販賣業者之法律義務 

① 販賣銷售前，請務必確認該產品是否明確標示◇PSLPG 標誌以及申請業者之名稱。 

② 不得販賣未標示◇PSLPG 標誌以及申請業者之名稱的產品。 

③ 未標示之產品，不僅有違法之嫌疑，安全性未獲得認證，必須小心留意。 
 

■關於購買者需注意之事項，以及個人之間交易行為 

① 在購買之前請務必確認產品是否標示了◇PSLPG 標誌和申請業者之名稱。 

② 未標示之產品，不僅有違法之嫌疑，安全性未獲得認證，必須小心留意。 

③ 在拍賣網站和二手網站上的個人之間交易亦可能是販賣業者之交易行為。對象產品的一次性轉讓之

情形不屬於販賣業務，但以收取等價金額為條件，重複持續轉讓對象商品之情形，則屬「販賣業務」。

如果您成為販賣業者之情形，必須遵守產品安全法令之規定。違反法令之行為，將受處罰。 
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